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１ 宿泊税について 

 

Ｑ１ 宿泊税とはどのような税金ですか。 

Ａ１  

宿泊税は，ホテルや旅館，民泊などに宿泊する際に，宿泊者に対して課税される税で，条例に

基づき使途や税率が定められている法定外目的税です。 

Ｑ２ なぜ宿泊税を導入するのでしょうか。 

Ａ２  

函館市の宿泊税は，観光資源の魅力の向上および発信，旅行者の受入環境の整備その他の観光

の振興を図る施策に要する費用に充てるため，導入するものです。 

Ｑ３ なぜ観光振興のための税を宿泊者だけが支払うのですか。  

Ａ３  

 令和元年に開催した函館市観光振興財源検討委員会において，観光の振興に関する施策を実施

するための財源の在り方について，入域に対する課税，市内観光関連施設の利用時の課税，飲食

やお土産等の購入への課税などの手法と比較検討した結果，税の制度として，できる限り簡素で

あり，一定規模の財源確保が見込まれる制度がふさわしく，観光振興策を中心とした行政サービ

スの恩恵に対する負担の観点や宿泊客の多くが観光客であることから，「宿泊行為に課税する宿

泊税が望ましい。」と提言されたことを踏まえ，庁内議論を経て，財源確保策として「宿泊行為

への課税」が妥当であると判断したことによります。 

Ｑ４ 宿泊の定義を教えてください。 

Ａ４  

「宿泊」とは，「寝具を使用して宿泊施設を利用すること」で，次の基準に基づいて課税対象

となる宿泊かどうかを判断します。 

(1) その利用行為が契約上宿泊としての取り扱いであるもの 

(2) (1) 以外の場合で，その利用行為が日をまたぐ６時間以上の利用であるもの 

Ｑ５ 函館市宿泊税条例の施行時期はいつになりますか。 

Ａ５  

令和８年４月１日から施行する予定です。 

※ 令和７年７月２２日に函館市宿泊税新設の総務大臣同意を得ており，今後，函館市宿泊税条 

 例の施行期日を定める規則にて規定する予定です。 

Ｑ６ 函館市宿泊税条例の施行日より前に事前予約を行っていた場合も課税になりますか。 

Ａ６  

函館市宿泊税条例の施行日前に予約を行っていた場合でも，宿泊日が令和８年４月１日以後で

あれば，宿泊税が課税されます。 
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Ｑ７ 宿泊税の税率はいくらですか。 

Ａ７ 

 函館市内の宿泊施設に宿泊した際，１人１泊について，次の宿泊料金の区分に応じて定める額

が宿泊税として課税されます。 

宿泊料金（1 人１泊） 税率 内訳 

２万円未満   ２００円 函館市税  １００円，北海道税１００円 

２万円以上５万円未満   ４００円 函館市税  ２００円，北海道税２００円 

５万円以上１０万円未満 １，０００円 函館市税  ５００円，北海道税５００円 

１０万円以上 ２，５００円 函館市税２，０００円，北海道税５００円 

※ 北海道宿泊税についても函館市宿泊税とあわせて宿泊された宿泊施設へお支払いください。 

Ｑ８ 制度を見直すことはないのですか。 

Ａ８ 

 函館市宿泊税条例では，施行後５年ごとに，この条例の施行の状況，社会経済情勢の変化等を勘

案し，宿泊税に係る制度について検討を加え，その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとして

います。 

Ｑ９ 宿泊料金が低額な場合，負担感が大きいため，免税点を設けるべきではないですか。  

Ａ９   

宿泊者が函館市に滞在する間に受ける観光施策を中心とした行政サービスの受益は宿泊料金や

宿泊の形態により大きく変わるものではなく，税の公平性の観点から免税点を設けないこととし

ています。 

Ｑ10 函館市民も課税されるのですか。 

Ａ10  

宿泊税は，宿泊者の宿泊行為に対し課税するものであるため，税の公平性の観点から，函館市

民であっても宿泊税の負担をお願いしています。 

Ｑ11 宿泊税はどのようにして支払うのですか。 

Ａ11  

宿泊された宿泊施設へお支払いください。ただし，予約サイトや旅行業者への支払額に含まれ

ている場合があります。 
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２ 課税対象について 

 

Ｑ１ 幼児や子どもは宿泊税の課税対象ですか。 

Ａ１  

宿泊税は，年齢にかかわらず，宿泊料金を伴って宿泊されるすべての方に課税されるため，幼

児料金，子ども料金，ベビーベッド代等がかかる場合は，宿泊税の課税対象です。 

ただし，宿泊料金がかからない場合（添い寝の場合など）は，宿泊税は課税されません。 

Ｑ２ 個人で民泊を経営している者ですが，民泊で宿泊される方も課税対象ですか。 

Ａ２ 

宿泊税は，旅館業法第３条第１項の許可を受けて営む旅館・ホテル営業もしくは簡易宿所営業

に係る施設または住宅宿泊事業法第３条第１項の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅におい 

て，宿泊料金を受けて宿泊する宿泊者が納税義務者となりますので，民泊も課税対象となります。 

Ｑ３ 長期滞在の場合でも課税対象となりますか。 

Ａ３ 

宿泊契約に基づく宿泊行為であれば，滞在の期間にかかわらず宿泊税が課税されますが，当該

宿泊が賃貸借契約に基づく利用行為で，旅館業法の許可を必要としない場合は，宿泊税は課税さ

れません。 

【参考：旅館業法の許可が必要な宿泊（次の４項目全てに該当するもの）】 

① 宿泊料を徴収している（名称は問わない） 

② 社会性がある（不特定の者を宿泊させる場合，広告等により広く一般に募集を行っている） 

③ 継続反復性がある（宿泊募集を継続的に行っている） 

④ 生活の本拠でない（使用期間が１か月未満，または１か月以上であっても部屋の清掃や寝具

類の提供等を施設提供者が行う場合など） 

Ｑ４ 観光目的でない宿泊でも課税対象となりますか。 

Ａ４ 

旅館業法等に基づく宿泊施設の宿泊者は，行政サービスを一定程度享受していることに鑑み，

その宿泊目的に関わらず，全ての宿泊者に広くご負担をお願いしています。 

Ｑ５ 宿泊料金が発生しない場合でも，宿泊税はかかりますか。 

Ａ５ 

宿泊料金が発生しない場合は，宿泊税はかかりません。 

ただし，宿泊事業者以外の第三者（宿泊予約サイトのポイント付与，補助金・助成金）からの

支払いによる割引により宿泊料金が無料になる場合は，割引前の金額を宿泊料金とし，宿泊税額

を算出してください。 

なお，宿泊施設の経営者自らのサービスにより宿泊料金が無料になる場合は，宿泊税はかかり

ません。 
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【例１】（いわゆる「第三者割引」の場合） 

 宿泊料金（１泊）３０，０００円の施設に，予約サイトのポイント２０，０００ポイントを使

用し，１０，０００円の支払いをして宿泊する場合 

 予約サイトのポイントによる割引前の金額３０，０００円の宿泊料金に対し，４００円（市税

２００円，道税２００円）の宿泊税を徴収する。 

【例２】（いわゆる旅館・ホテルの「自社割引」の場合） 

 宿泊料金（１泊）３０，０００円の施設に，自社発行２０，０００ポイントを使用し， 

１０，０００円の支払いをして宿泊する場合 

 自社発行ポイントによる割引後の金額１０，０００円の宿泊料金に対し，２００円（市税 

１００円，道税１００円）の宿泊税を徴収する。 

Ｑ６ ハウスユース（自分の会社の社員（スタッフ）もしくは会社自らが業務上，客室を利用す

ることまたはその客室のこと）は課税対象ですか。  

Ａ６ 

宿泊契約に基づく宿泊行為で，宿泊料金が発生している場合は，課税対象となります。 

宿泊契約ではない宿泊行為の場合でも，日をまたぐ６時間以上の利用で，料金を課している場

合は対象となります。 

Ｑ７ 自社向けの研修施設であるが，宿泊税は課税されるのですか。 

Ａ７ 

宿泊の対価として費用を徴収していない場合は課税されませんが，宿泊料金を徴収し，社会性

があるなど，旅館業法に該当し，許可を受けた施設であれば，宿泊税の対象となります。 

Ｑ８ 休憩，宿泊の区切りがある場合は，どのように宿泊税を算出しますか。 

Ａ８  

いわゆるラブホテル等において，その利用が宿泊契約として取り扱われる場合は，宿泊税の課

税対象となりますが，休憩契約等の場合でも，日をまたぐ６時間以上の利用（その休憩契約等に

よる利用に連続した延長利用の時間を含む。）があった場合は，宿泊とみなしますので，課税対

象となります。 

Ｑ９ 部屋ごとに料金を徴収していますが，どのようにして徴収したらよいですか。 

Ａ９ 

宿泊契約に基づく宿泊行為で，宿泊料金が発生している場合は，課税対象となります。 

１室を単位として料金を設定している場合でも，人数分の宿泊税が課税されますので，何人宿

泊しているかを実際に把握していただく必要があります。 

Ｑ10 延長料金がかかる場合は，どのような取扱いとなりますか。 

Ａ10  

 延長料金を宿泊料金として徴する場合は，当初，いただいている宿泊料金との合算額を１泊の

宿泊料金として計算し，宿泊税を徴収してください。 
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 なお，宿泊料金とは別に時間延長に係る料金を徴する場合は，当該延長料金を宿泊料金に含め

ずに計算し，宿泊税を徴収してください。 

Ｑ11 １人当たりの料金が不明な場合の宿泊料金はどうなりますか。 

Ａ11 

１室での料金設定など，１人当たりの宿泊料金が不明であり，宿泊者ごとに宿泊料金を分離で

きない場合は，１室１日当たりの宿泊料金の総額を宿泊者の総数で除して得た金額を１人当たり

の宿泊料金とします。 

【例１】 

 宿泊料金（１室１泊）８０，０００円の部屋に，４人で１泊する場合 

 ８０，０００円÷４人＝２０，０００円 … １人当たりの宿泊料金 

 そのため，宿泊税は ４００円（市税２００円，道税２００円）×４人＝１，６００円 を徴収

することとなります。 

      

【例２】 

 宿泊料金（１室６泊７日）１８０，０００円の部屋を，２人で利用する場合 

 １８０，０００円÷６日÷２人＝１５，０００円 … １人１泊当たりの宿泊料金 

 そのため，宿泊税は ２００円（市税１００円，道税１００円）×６日×２人＝２，４００円 を

徴収することとなります。 

Ｑ12 シーツ代しか料金を徴収していない場合も課税されますか。 

Ａ12  

低廉な実費負担分として宿泊者がシーツ代等の立替金のみを支払う場合は，宿泊料金には含ま

れないため，宿泊税はかかりません。 

ただし，その立替金に類する金額以外の宿泊料金が無料の場合に限ります。 

Ｑ13 公営施設も課税対象ですか。また，宿泊施設が宿泊料金を免除している場合でも課税対象

ですか。 

Ａ13  

ユースホステル，国民宿舎，社会教育施設等であっても，その設置目的に関わらず，旅館業法

の許可等を必要とする施設であれば，課税対象となります。宿泊者は行政サービスを一定程度享

受していることに鑑み，広くご負担をお願いしています。 

なお，宿泊施設により宿泊料金が免除されている場合は，宿泊料金が発生していませんので，

課税されません。 

Ｑ14 キャンプ場には，バンガローやテントサイトが設けられていますが，テントサイトも宿泊

税の対象となりますか。また，料金は，１棟（区画）を単位として設定していますが，この

場合でも一律に１人当たり宿泊税が課されますか。  

Ａ14  
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旅館業法は施設を設けて宿泊させるものであるため，移動式のテントをお客様が設置する場合 

等，旅館業法に該当しないものであれば，宿泊税の対象にはなりません。 

ただし，固定式のテントやバンガロー等，事業者が設けた施設で宿泊する場合は，旅館業法に 

該当するため宿泊税が課税されます。 

なお，バンガロー等，料金が施設や区画ごとに設定されていても，宿泊される人数に応じて支

払うことになります。 

Ｑ15 キャンプ場の場合，形式上は１棟の値段で宿泊料金を徴収しています。乳児，幼児を無料

としていませんが，乳児，幼児にも宿泊税は課税されますか。 

Ａ15  

１棟あたりの宿泊料金が設定されているため，特定の宿泊者に帰属する料金を明らかにできな

い場合は，乳児，幼児も宿泊料金を支払っていると考えられるため，課税対象となります。この

ため，１棟１泊当たりの宿泊料金の総額を，乳児，幼児を含めた宿泊者の総数で除して得た金額

を１人当たりの宿泊料金とみなすことになります。 

Ｑ16 カプセルホテルも課税対象ですか。 

Ａ16  

旅館業法の許可を受けた宿泊施設であれば，課税対象となります。 

Ｑ17 ビジネスホテルの駐車場の一角でＲＶパークを経営していますが，宿泊税は課税されます

か。 

Ａ17 

 旅館業法は施設を設けて宿泊させるものであるため，宿泊者自らが宿泊する車両を駐車するた

めのスペースを提供する施設であるＲＶパーク等，旅館業に該当しないものであれば，宿泊税の

課税対象とはなりません。 

Ｑ18 宿泊料金には何が含まれますか。 

Ａ18  

宿泊税における宿泊料金とは，いわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料等のことをい

い，食事代や消費税等は含みません。 

【宿泊料金に含まれるもの】 

宿泊の利用行為に係る対価または負担として宿泊者の意思に関わりなく請求されるもの 

・ 清掃代，寝具代，入浴代，寝衣代，サービス料，奉仕料 等 

【宿泊料金に含まれないもの】 

・ 宿泊に伴い提供される飲食，遊興に係る金額  

・ 会議室の使用，休憩およびこれに類する利用行為に係る金額 

・ 消費税，地方消費税，入湯税，宿泊税等の租税 

・ 自動車代，煙草代，電話代，クリーニング代，土産代等の立替金等  

・ 宿泊者が任意で支払った心付け，チップ，祝儀等の金額 
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Ｑ19 無料の食事が付いている場合，宿泊料金はどうなりますか。  

Ａ19  

無料で食事等が提供される場合は，食事料金等の対価に相当する金額がないものとして，その

料金全額を宿泊料金とします。 

Ｑ20 食事料金を設定していない場合の宿泊料金はどうなりますか。 

Ａ20  

宿泊料金と食事料金が一体となった料金設定で，分離が難しい場合は，事業者が把握している

料金内訳や実情を踏まえ，支払額の一定割合を食事料金（相当額）とするなどして算出してくだ

さい。 

Ｑ21 宿泊料としてではなく，施設利用料や入館料として料金を徴収している場合，宿泊税の課

税対象となりますか。 

Ａ21  

名称の如何に関わらず，宿泊の対価として料金を徴収している場合は課税対象となります。 

Ｑ22 避難所開設等の緊急時における宿泊については，課税対象外とみなしてよいのですか。 

Ａ22 

 災害により旅館業法の許可を受けている宿泊施設を避難所として開設した場合などで，宿泊者

から宿泊料金を徴していない場合は課税されません。 

Ｑ23 連泊の場合も課税されるのですか。 

Ａ23  

連泊された場合は，連泊した宿泊数に応じた宿泊税が課税されます。 

Ｑ24 連泊割引における宿泊料金の考え方はどうなりますか。 

Ａ24  

連続して宿泊することにより受ける連泊割引について，宿泊日ごとに割引率が明確な場合は，

通常の宿泊料金に対して宿泊日ごとに割引計算を行ったものを宿泊料金とします。 

連泊期間を一括して割引を行っている場合には，割引後の宿泊料金の総額を宿泊期間の日数で

除した金額を宿泊料金とします。 

 

【例１】宿泊日ごとの割引率が明確な場合 

 割引 宿泊料金 宿泊税 

１泊目 なし ５０，０００円 １，０００円（市税５００円，道税５００円） 

２泊目 △１０％ ４５，０００円 ４００円（市税２００円，道税２００円） 

３泊目 △２０％ ４０，０００円 ４００円（市税２００円，道税２００円） 

４泊目 △５０％ ２５，０００円 ４００円（市税２００円，道税２００円） 
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【例２】連泊期間を一括して割引している場合 

 割引 宿泊料金 宿泊税 

１泊目  ９０，０００円  

２泊目 △１０％ ※割引前 １，２００円（市税６００円，道税６００円） 

３泊目  １００，０００円  

１泊当たり ３０，０００円   ４００円（市税２００円，道税２００円） 

  

Ｑ25 企画旅行・手配旅行における宿泊料金の考え方はどうなりますか。 

Ａ25  

 企画旅行については，旅行業者と宿泊施設との契約により定められている１人当たりの宿泊料

金によります。 

 手配旅行については，手配により旅行者と宿泊施設が契約した１人当たりの宿泊料金によりま

すが，旅行業者が受けるべき取扱手数料をこの宿泊料金から除いている場合は，これを除外する

前の金額とします。ただし，当該手数料を引いた金額が宿泊施設に入金されるなど，宿泊施設が

実質的に負担した手数料を把握できない場合は，宿泊料金に当該手数料が含まれているものとし

て取り扱って差し支えありません。 

Ｑ26 宿泊予約サイトに支払う手数料は宿泊料金に含まれますか。 

Ａ26  

宿泊施設が宿泊予約サイトに支払う手数料は，宿泊料金に含めて取り扱います。ただし，当該

手数料を引いた金額が宿泊施設に入金されるなど，宿泊施設が実質的に負担した手数料を把握で

きない場合は，宿泊料金に当該手数料が含まれているものとして取り扱って差し支えありません。 

Ｑ27 利用客室の変更（アップグレード）があった場合の宿泊料金はどうなりますか。 

Ａ27  

客室変更（アップグレード）により追加料金を徴した場合は，変更前の宿泊料金に当該追加料

金を含めて宿泊料金とします。 

Ｑ28 マンスリーマンションやウィークリーマンションは課税対象となりますか。 

Ａ28  

短期間滞在する人をターゲットとしたいわゆるマンスリーマンション等についても，旅館業法

の許可を受けて営業している場合は，宿泊税の課税対象となります。この場合の月単位，週単位

等の利用による宿泊料金，その期間における宿泊料金の総額を日数で除して得た金額を１泊分の

宿泊料金とします。 

Ｑ29 生活困窮者が利用する無料低額宿泊所も課税対象となりますか。 

Ａ29  

無料低額宿泊所については，社会福祉法に基づく社会福祉事業であり，旅館業に該当しないた

め，課税対象ではありません。 
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Ｑ30 キャンセル料の取扱いを教えてください。 

Ａ30  

キャンセル料を契約上「違約金」として取り扱う場合は，宿泊税は課税されませんが，契約上， 

「宿泊料金」として取り扱う場合は，そのキャンセル料金を宿泊料金とみなし，宿泊税の課税対

象となります。 

Ｑ31 ホールドルーム等，実際の宿泊を伴わない利用の場合はどうなりますか。 

Ａ31  

いわゆるホールドルーム，キープルーム等，実際の宿泊を伴わない利用行為であっても，宿泊 

施設が宿泊料金を徴収するなど宿泊行為として取り扱っている場合は課税対象となる宿泊となり 

ます。この場合の宿泊者数は，宿泊施設が把握する人数とします。 

【例】定員４名の部屋を３日間確保した場合 

 宿泊者数 部屋代 宿泊税の計算方法 

１日目 ４人 ７０，０００円 

（宿泊料金）７０，０００円÷４人＝１７，５００円 

（宿泊税）２００円（市税１００円，道税１００円） 

                ×４人＝８００円 

２日目 ０人 ７０，０００円 （宿泊料金）宿泊者が０人なので０円 

３日目 ２人 ７０，０００円 

（宿泊料金）７０，０００円÷２人＝３５，０００円 

（宿泊税）４００円（市税２００円，道税２００円） 

×２人＝８００円 

合計 ８００円＋８００円＝１，６００円 

   

Ｑ32 インターネットカフェも課税対象となりますか。 

Ａ32  

旅館業法の許可を受けて営業している場合は，宿泊税の課税対象となります。 

Ｑ33 農村民泊は課税対象となりますか。 

Ａ33  

住宅宿泊事業法の届出を行い，宿泊の対価がその料金に含まれている場合は，宿泊税の課税対

象となります。 

Ｑ34 子ども向けに布団の貸出をしています。幼児料金として布団の貸出料金を掲載しています 

  が，課税対象となりますか。 

Ａ34  

布団の貸出は寝具使用料に該当しますので，課税対象となります。 

Ｑ35 添寝の子どもについては，宿泊料金は徴収していませんが，入館料を徴収しています。宿  

  泊税の対象となりますか。なお，入館料は，子どもが宿泊する場合のみ発生します。 

Ａ35  
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当該入館料が，寝具使用料や入浴代などの利用行為の対価としていただくものであれば，課税

対象となります。 

Ｑ36 ペット（犬や猫）の宿泊は課税対象となりますか。 

Ａ36  

基本的な考えとして宿泊者ではないので宿泊料金に含まれませんが，宿泊に係る清掃代やサー

ビス料として宿泊施設が取り扱う場合は，宿泊料金に含んでいただくこととなります。 

Ｑ37 外貨建て取引による宿泊料金の考え方はどうなりますか。 

Ａ37  

宿泊料金の外貨建て支払における宿泊料金は，原則として，宿泊施設がその取引を計上すべき 

日の直物為替相場の電信売買相場の仲値（ＴＴＭ）の為替相場による円換算額により算定した金

額を宿泊料金とします。（具体的な取扱いについては，「外貨建取引に係る会計処理等」（法人

税基本通達）に準じて算定します。） 

 

 

３ 課税免除について  

 

Ｑ１ 修学旅行その他学校行事等は課税対象ですか。 

Ａ１ 

函館市および北海道では，修学旅行その他学校行事等の一定の要件を満たすものについては，

公益性の観点から宿泊税を課税しないこととしています。 

【課税が免除となる修学旅行その他学校行事等】 

 修学旅行その他学校行事等であり，学習指導要領に定める全校または学年などを単位として 

行う「旅行・集団宿泊的行事」やこれに準ずるもの 

【対象となる方】 

 下記の施設（以下「学校・保育所等」という。）に通う満３歳以上の幼児，児童，生徒また 

は学生（以下「生徒等」という。）およびその引率者 

幼稚園（幼稚園型認定こども

園を含む） 
小学校 中学校 

義務教育学校 高等学校 中等教育学校 

特別支援学校 高等専門学校 幼保連携型認定こども園 

保育所（保育所型認定こども

園を含む） 
  

家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業を行う施設また

は認可外保育施設（地方裁量型認定こども園を含む） 
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≪課税免除の対象・対象外の例≫ 

対象 対象外 

・修学旅行その他学校行事等に参加している生

徒等 

・生徒等の引率を行う学校・保育所等の関係者 

・心身の障がい等により医療的ケアや介助等を

必要とする生徒等の対応を行う看護師や保護者

等 

・旅行業者の添乗員，カメラマン等 

  

宿泊税を免除するためには，学校・保育所等の長から「修学旅行等であることの証明書」の提

出を受ける必要があります。当該証明書については，函館市ホームページに掲載している見本の

様式のほか，学校・保育所等が作成する任意の様式の場合でも，記載内容をご確認いただき，提

出を受けてください。 

【函館市ホームページ（宿泊税の課税免除）】 

 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025122500045/ 

なお，この証明書については，特別徴収義務者において宿泊税の帳簿と共に保存してください｡ 

宿泊税の調査を実施する際に保存等の状況について確認を行う場合があります。 

Ｑ２ スポーツ大会または文化大会は課税対象ですか。 

Ａ２  

函館市では，スポーツ大会または文化大会（以下「各種大会」という。）への参加に伴う宿泊

のうち一定の要件を満たすものについては，公益性の観点から函館市宿泊税を課税しないことと

しています。 

北海道宿泊税は課税されますのでご注意ください。 

 

【対象となる方】 

 学校・保育所等に通う生徒等およびその引率者 

【課税が免除となる各種大会】 

 学校・保育所等（※１）の部活動等で，各種大会（※２）に参加する場合になります。 

※１ 次の全ての要件を満たす部活動等が対象となります。 

 ・ 学校・保育所等の長が設立を承認した団体であること 

 ・ 学校・保育所等の職員が顧問として置かれていること 

 ・ 学校・保育所等が年度ごとに作成する当該学校・保育所等の長があらかじめ承認した教 

  育（保育）活動に関する計画に基づき実施する活動であること 

 ・ 学校・保育所等の職員が引率すること 

※２ 次の団体または加盟団体（当該団体の傘下にある団体を含む）が開催する各種大会が対 
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  象となります。 

（公財）日本スポーツ協会，（公財）全国高等学校体育連盟，（公財）日本中学校体育連盟, 

（公財）日本高等学校野球連盟，（公社）全国高等学校文化連盟，全国中学校文化連盟， 

（一社）全日本吹奏楽連盟 等 

 

≪課税免除の対象・対象外の例≫ 

対象 対象外 

・部員，監督，コーチ，マネージャー，スコ

アラー等  

・応援のための生徒等（部員以外），応援

のための保護者，審判等 

宿泊税を免除するためには，学校・保育所等の長から「修学旅行等であることの証明書」の提

出を受ける必要があります。当該証明書については，函館市ホームページに掲載している見本の

様式のほか，学校・保育所等が作成する任意の様式の場合でも，記載内容をご確認いただき，提

出を受けてください。 

【函館市ホームページ（宿泊税の課税免除）】 

 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025122500045/ 

なお，この証明書については，特別徴収義務者において宿泊税の帳簿と共に保存してください｡ 

宿泊税の調査を実施する際に保存等の状況について確認を行う場合があります。 

Ｑ３ 修学旅行その他学校行事等およびスポーツ大会等の引率者は課税対象ですか。 

Ａ３  

生徒等の引率を行う学校・保育所等の関係者や，心身の障がい等により医療的ケアや介助等を

必要とする生徒等の対応を行う看護師や保護者等は課税免除となります。なお，旅行業者の添乗

員やカメラマン等は課税免除となりません。 

Ｑ４ 修学旅行その他学校行事等およびスポーツ大会等について，学校・保育所等から「修学旅

行等であることの証明書」の提出がないと課税免除とはならないのですか。 

Ａ４  

宿泊税を免除するためには，学校・保育所等の長から「修学旅行等であることの証明書」の提

出を受ける必要があります。当該証明書については，函館市ホームページに掲載している見本の

様式のほか，学校・保育所等が作成する任意の様式の場合でも，記載内容をご確認いただき，提

出を受けてください。 

【函館市ホームページ（宿泊税の課税免除）】 

 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025122500045/ 

なお，この証明書については，特別徴収義務者において宿泊税の帳簿と共に保存してください｡ 

宿泊税の調査を実施する際に保存等の状況について確認を行う場合があります｡ 

Ｑ５ 修学旅行その他学校行事等およびスポーツ大会等の事前準備（下見）は課税免除となりま

すか。 
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Ａ５  

修学旅行その他学校行事等およびスポーツ大会等の事前準備（下見）については，生徒等が参

加しないこと，学習指導要領等に基づき実施する学校行事ではないことから，課税免除の対象と

はなりません。 

Ｑ６ 部活の合宿で宿泊する生徒等は，課税免除の対象ですか。 

Ａ６  

部活の合宿は，課税免除の対象ではありません。 

Ｑ７ 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊は課税免除となりますか。 

Ａ７  

外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については，ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊

税の課税が免除されます。なお，具体的な取扱い等については，「外国公館等に対する課税資産

の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」（消費税法基本通達）に準じます。 

・ 課税が免除される施設 

 消費税が免除される施設として国税庁長官の指定を受けた宿泊施設 

・ 課税が免除される外国大使等 

 消費税を免除される者として外務省大臣官房儀典官からその証明書となる免税カードの交付

を受けた者 

 

 

４ 宿泊施設を経営されている方（特別徴収義務者）向け 
 

Ｑ１ 特別徴収義務者となるのはどのような人ですか。 

Ａ１  

宿泊税の特別徴収義務者は，宿泊施設の経営者です。一般的には，宿泊施設に関して旅館業法

の許可を受けた方および住宅宿泊事業法の届出をした方（以下「宿泊事業者」といいます。）で

す。 

ただし，全面的に経営を委託している場合など，経営者以外の方を特別徴収義務者として指定

する場合がありますので，函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当 

（℡０１３８－２１―３００２）にご相談ください。 

Ｑ２ 特別徴収義務者として行わなければならないことには，どのようなものがありますか。 

Ａ２  

宿泊者から宿泊税を徴収し函館市に申告納入していただくほか，帳簿や書類の記載，保存を行

っていただく必要があります。 

Ｑ３ 保存すべき帳簿や書類はどういったものですか。 

Ａ３  
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函館市では，納入申告書と月計表の内容が確認できるように，特別徴収義務者の方が帳簿へ記 

載すべき事項，作成すべき書類等について，次のとおり定めています。 

・ 帳簿（５年間保存） 

 宿泊年月日，宿泊料金，宿泊者数および宿泊税の課税対象となる宿泊者数ならびに宿泊税額 

の記載があるもの 

 （例：総勘定元帳，仕訳帳，現金出納帳，売掛金元帳，売上帳，仕入帳，クーポン取扱帳など） 

・ 書類（２年間保存） 

 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で，宿泊年月日，宿泊料金，宿泊者数および宿

泊税額が記載されているもの 

 （例：契約書，予約表，宿泊カード，予約カード，会計票，領収証，利用明細書，請求書など, 

 帳簿の記載内容を裏付ける資料） 

 なお，帳簿，書類の保存義務等違反については，罰則（１年以下の拘禁刑または５０万円以 

下の罰金）が設けられておりますので，ご留意ください。 

Ｑ４ 現在，宿泊施設を経営しており，新たに別の宿泊施設の経営も始めようと思うのですが， 

  どのような手続きが必要ですか。 

Ａ４  

 以下の手続きが必要になります。（手続きは宿泊施設ごとに行ってください。） 

 

【課税開始日（令和８年４月１日）時点ですでに経営を開始している宿泊施設】 

１．宿泊税特別徴収義務者登録申請書を課税開始日（令和８年４月１日）の５日前までに函館市 

 財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当に提出する。 

２．宿泊者から宿泊税を徴収する。 

３．徴収した宿泊税について申告納入期限までに函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 

 宿泊税担当に宿泊税納入申告書を提出し，宿泊税納入書により金融機関窓口等で宿泊税を納入 

 する。 

 

【課税開始日（令和８年４月１日）以後に新たに経営を開始する宿泊施設】 

１．宿泊税特別徴収義務者登録申請書を経営を開始しようとする日の５日前までに函館市財務部 

 税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当に提出する。 

２．宿泊者から宿泊税を徴収する。 

３．徴収した宿泊税について申告納入期限までに函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 

 宿泊税担当に宿泊税納入申告書を提出し，宿泊税納入書により金融機関窓口等で宿泊税を納入 

 する。 

 

 なお，初めて宿泊施設の経営を始める方につきましても，上記のいずれかの手続きが必要とな 
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ります。 

 ご不明な点は，函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当 

（℡０１３８－２１―３００２）にご相談ください。 

Ｑ５ 旅館業法の許可を受けた者と実際に経営している者が異なる場合はどうしたらよいですか｡ 

Ａ５  

宿泊事業者が特別徴収義務者になりますが，委託契約等により宿泊施設経営の決定権が宿泊事

業者以外の方にある場合などは，宿泊事業者以外の方で宿泊税の申告納入に責任を持つ方を函館

市が特別徴収義務者として個別に指定することがあります。詳しくは，函館市財務部税務室市民

税担当法人・諸税部門 宿泊税担当（℡０１３８－２１―３００２）にご相談ください。 

Ｑ６ 旅館業（住宅宿泊事業）をやめようと思うのですが，どのような手続きが必要ですか。 

Ａ６  

経営を廃止する際は，廃止の日から１０日以内に宿泊税経営廃止届出書で届出を行ってくださ

い。 

※ 別途，旅館業法または住宅宿泊事業法上の廃止（停止）届の提出も必要になります。 

Ｑ７ 宿泊税に係る各種申請書等の様式はどこで入手できますか。 

Ａ７  

函館市のホームページから各種様式をダウンロードできます。 

【函館市ホームページ（宿泊税の手続き）】 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025092900050/ 

Ｑ８ 各種申請書等はどこに提出すれば良いですか。 

Ａ８  

 下記の担当に提出してください。 

  〒０４０－８６６６ 函館市東雲町４番１３号 

  函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当 ℡０１３８－２１―３００２ 

Ｑ９ 宿泊税の申告・納入はどのように行うのですか。 

Ａ９  

函館市では，特別徴収義務者の申告事務の負担を軽減する観点から，毎月の申告納入によらず， 

３か月分をまとめて申告納入する制度としています。特別徴収義務者の方は，申告納入期限まで

に，申告対象期間分の宿泊税額について宿泊税納入申告書を提出し，納入してください（申告納

入期限が土曜日，日曜または祝日等の休日に当たる場合は，その次の平日が申告納入期限となり

ます。）。宿泊税納入申告書については，函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊

税担当まで提出してください。また，徴収した宿泊税は申告納入期限までに，宿泊税納入書によ

りお近くの金融機関等で納入してください。 
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徴収すべき期間 申告納入期限 

３月１日から５月３１日まで その年の６月３０日 

６月１日から８月３１日まで その年の９月３０日 

９月１日から１１月３０日まで その年の翌年の１月４日 

１２月１日からその年の翌年の２月末日まで その年の翌年の３月３１日 

  

Ｑ10 宿泊がない月でも申告が必要ですか。 

Ａ10  

宿泊行為がない月は宿泊料金の受領もないため，納入していただく必要はありませんが，適正 

かつ公平な課税を行うためには，宿泊行為がなかったことも含めて的確に把握する必要がありま

すので，申告すべき税額が０円の場合も，０円と記載した宿泊税納入申告書の提出をお願いしま

す。 

Ｑ11 納入について，口座から引き落としてもらうことは可能ですか。 

Ａ11  

宿泊税の納入については，お手数ですが，納入書によりお近くの金融機関または函館市の窓口

で納入してください。 

また，eLTAXにより金融機関等に行かなくても納入いただけます。 

詳細につきましては，宿泊税に係る電子申告等の操作方法をまとめた「函館市宿泊税電子申告

の手引き」を函館市のホームページに掲載しておりますので，ご参照ください。 

【函館市のホームページ（宿泊税の手続き）】 

 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025092900050/ 

Ｑ12 北海道と函館市にそれぞれ納入する必要があるのでしょうか。 

Ａ12  

函館市内に所在する宿泊施設については，地方税法の規定に基づき，北海道分も函館市が一括

して課税と徴収を行いますので，北海道と函館市それぞれに納入していただく必要はありません｡ 

※ 特別徴収義務者の登録申請についても，函館市に対して行ってください。（北海道への手続 

 きは不要です。） 

Ｑ13 電子申告は可能ですか。 

Ａ13  

宿泊税の電子申告は，eLTAXからご利用いただけます。 

詳細につきましては，宿泊税に係る電子申告等の操作方法をまとめた「函館市宿泊税電子申告

の手引き」を函館市のホームページに掲載しておりますので，ご参照ください。 

【函館市のホームページ（宿泊税の手続き）】 

 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025092900050/ 
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Ｑ14 宿泊者が宿泊税の支払いに非協力的な場合の対応について教えてください。 

Ａ14  

地方税法上，納税義務者（宿泊者）が納税しなかった（宿泊税を支払わなかった）場合は，特 

別徴収義務者（宿泊事業者）が，函館市に納入したうえで，納税拒否をした納税義務者（宿泊者） 

に，宿泊税に相当する金額を求償することになります。（地方税法第 733 条の15第３項） 

このような場合は，宿泊者に制度が行き届いていないことが一因と考えられますので，函館市

としましても広報により周知を行ってまいります。宿泊事業者におかれましても，宿泊者に対す

る周知にご協力いただきますようお願いします。 

Ｑ15 宿泊者から徴収する方法について教えてください。 

Ａ15  

徴収方法については定めておりませんので，事前決済の際に宿泊料金とあわせて徴収する，現

地で徴収する等，特別徴収義務者が宿泊税を徴収しやすい方法を選択していただけます。 

Ｑ16 旅行代理店や斡旋業者等から，宿泊税を一括して申告納入してもらうことはできますか。 

Ａ16  

函館市宿泊税条例において，旅館業等を経営されている方を特別徴収義務者と定めております

ので，旅行代理店等から直接一括して函館市に申告納入していただくことはできません。 

Ｑ17 宿泊者にお渡しする領収書には，宿泊税について表示しなければなりませんか。 

Ａ17  

領収書における宿泊税額は，宿泊料金とは別に，その名称と税額を記入していただく必要があ

ります。 

宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は，宿泊税相当額分も消費税等の課税対

象となる場合がありますので，ご注意ください。税の名称表示は日本語表記で「宿泊税」，英語

表記は「Accommodation Tax」で統一してください。なお，宿泊税の名称とその額は手書きして

いただいても結構です。 

Ｑ18 収入印紙について，宿泊税の金額は除いた額で貼っていいですか。 

Ａ18  

印紙税の考え方については，国税庁のホームページや税務署においてご確認ください。 

Ｑ19 会計システム上，１人で利用しても領収書に一律２名と記載されるようになっていますが,

どうしたらよいですか。 

Ａ19  

帳簿等をつけていただくことになるので，そこにおいて実際の宿泊人数を管理していただくこ

とになります。ただし，領収書における宿泊税額は，宿泊料金とは別に，その名称と税額を記入

していただく必要があります。（宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は，宿泊

税相当額分も消費税の課税対象となります。） 
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Ｑ20 宿泊者への周知はどのように行うのでしょうか。事業者が説明するときに使えるような広

報物はありますか。 

Ａ20 

宿泊税の周知につきましては，課税開始日が決まりましたら，各宿泊施設のホームページやオ 

ンラインなどで予約を受け付ける際に，宿泊税が課税になることを周知いただくよう宿泊事業者

へ依頼するほか，函館市のホームページや函館市公式観光サイト「はこぶら」における情報発信,

主要交通拠点へのポスター掲示により幅広く周知・広報するなど，宿泊税の周知を徹底してまい

ります。 

広報物につきましては，課税開始日までに宿泊者へ宿泊税の概要を説明するポスターやチラシ

を作成し，各宿泊施設に配付いたしますので，そちらをご活用ください。 

Ｑ21 外国人への説明に不安がありますが，サポートはありますか。 

Ａ21  

多言語に対応したリーフレットを作成し，各宿泊施設に配付いたしますので，当該リーフレッ

トを使って宿泊税が課税される旨のご説明をお願いいたします。 

Ｑ22 宿泊税の徴収にあたり，クレジットカード払いの場合は，カード会社に手数料を引かれて

宿泊事業者に入ってきます。この手数料分は宿泊事業者が負担するのですか。 

Ａ22  

宿泊者が宿泊税をクレジットカードで支払った場合における手数料については，宿泊事業者と

クレジットカード会社の契約によるものになりますので，宿泊事業者にご負担をお願いします｡ 

Ｑ23 民泊を経営しています。所得の申告の際は，宿泊税を除いた金額で申告してよろしいので

しょうか。 

Ａ23  

所得の申告方法につきましては，国税庁のホームページや最寄りの税務署にお尋ねください。 

Ｑ24 申告や納入が遅れたらどうなりますか。 

Ａ24  

申告の遅れに対しては不申告加算金，納入の遅れに対しては延滞金がかかる場合がありますの

で，ご注意ください。 

Ｑ25 郵便等を利用して納入申告書を提出し，担当部局（函館市財務部税務室市民税担当法人・

諸税部門 宿泊税担当）への到着が申告期限より後になった場合，期限後申告となりますか。 

Ａ25  

原則として，担当部局（函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当）に届い

た日が申告日となりますが，郵便局（郵便官署）の消印が期限内であれば，その消印の日に申告

があったものとして取り扱います。なお，申告書等は信書に該当するため，信書便の指定業者以

外の宅配便，メール便，ゆうパック等は利用できません。 

Ｑ26 宿泊が月をまたいだ場合，それぞれの月での納入となるのか。 
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Ａ26  

宿泊税については，宿泊料を徴収した日ではなく，宿泊行為のあった日が属する月に計上して 

いただくこととなるので，チェックインの日付を基準としてください。月をまたぐ連泊の場合は， 

例えば４月３０日宿泊分を４月分に，５月１日宿泊分を５月分に，というように分けて計上して 

ください。 

Ｑ27 売り掛けの場合の宿泊税の申告納入は，どうすれば良いですか。 

Ａ27  

宿泊があった月に計上して申告納入するよう，お願いします。 

Ｑ28 宿泊税を特別徴収するにあたって，特別徴収義務者に対する交付金はありますか。 

Ａ28  

函館市では特別徴収義務者に対して，前年度に申告納入していただいた函館市宿泊税（４月～

翌年３月申告納入分）のうち，申告納入期限までに申告納入された函館市宿泊税額の５％（令和

１３年度交付分までは６％）を交付する予定です。 

Ｑ29 特別徴収義務者交付金相当額を差し引いて申告納入してはだめですか。 

Ａ29  

特別徴収義務者交付金は，宿泊税の特別徴収事務の特殊性に鑑み，申告納入制度の円滑な運営

に資するため，特別徴収義務者が申告納入期限までに納入した額に一定割合を乗じた額を毎年度

の予算の範囲内において交付する予定であり，交付対象であることの確認等が必要なため，差し

引いて申告納入することはできません。  

Ｑ30 同じ敷地（建物）で複数の施設（部屋）を民泊施設として届け出ていますが，施設（部屋） 

毎の登録申請や申告が必要ですか。 

Ａ30  

住宅宿泊事業法の届出をした宿泊施設については，同一敷地（建物）内で複数の施設（部屋）

を経営している場合や，経理上区分できない場合には，複数の施設（部屋）をまとめて提出でき

る場合がありますので，函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当（℡０１３

８－２１―３００２）までご相談ください。 
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５ 旅行業関係者の方向け 

 

Ｑ１ 旅行業者は宿泊税の特別徴収義務者となっていませんが，お客様から宿泊税相当分の金額

を預かることに問題はありませんか。 

Ａ１ 

旅行業者が旅行商品の販売時に宿泊税相当分をお預かりいただき，ホテルや旅館等にお支払い 

いただくこともできますが，宿泊税を旅行商品の販売時に預かり金としてお取り扱いいただくか， 

あるいはホテルや旅館等に宿泊する際に支払っていただくかについては，旅行業者とホテル，旅

館等との間で取り決めをしていただくことになります。なお，旅行業者がつくるパッケージ商品

の代金の中に宿泊税を含める場合は，その旨を明記するようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 合 せ 先 
 

函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当 

〒040-8666 函館市東雲町４番１３号 

TEL ０１３８－２１－３００２ 

E-mail shozei1@city.hakodate.hokkaido.jp 


